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自分のために・家族のために自分のために・家族のために

　新型コロナウイルス感染症の不安から、がん検診や特定健診などの各種健診の受診を控えようとしていませんか。
受診を控えてしまうことで、早期発見・早期治療につなげることができない状況が懸念されています。
　「 ２ 人に 1 人はかかる」といわれているがんも、早期がんでは無症状であることがほとんどです。がんは初期の段
階で発見すれば、身体に負担の少ない治療を受けることができ、完治の可能性も高くなります。がん検診や健診の
受診を控えることは、がんや健康上のリスクの早期発見の機会を逃してしまう可能性があります。コロナ禍で健康
を見つめなおす今だからこそ、がん検診や健診を受診しませんか。
　がん検診や健診の受診が、大切な命、そして大切な方を守ることにつながります。コロナ禍で外出自粛が求めら
れているときも、がん検診や健診の受診は「不要不急の外出」には該当しませんので、受診をお勧めします。
l健康課特定健診係☎０４２・４77・００13

　市では、国が推奨している胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸
けい

が
ん・乳がんの検診を実施しています。
　がんは無症状のうちに早期発見し、治療することが大切です。症
状がある場合は、がんが進行している可能性が高いので、症状が出
る前に受診し、がんを早期発見することで、がんによる死亡のリス
クを減らすことができます。がん検診は「症状がなく、今は元気な方」
が受診してこそ、早期発見につながり、治癒につながります。
　がん検診は症状のない方
のための検査です。明らか
な症状がある場合は、その
症状に応じた適切な検査や
治療が必要になります。症
状がある場合は、必ず医療
機関を受診しましょう。

市n
（市のがん検診など）

表　市実施がん検診一覧
種類 対象 実施時期 受診方法 受診場所 費用

胃がん検診

５年３月３１日
時点で４０歳以
上の方

▼春＝６・ ７月
（今年度は終了し
ました）

▼秋＝１１・１２月

広報９月１日号
に掲載します

わくわく
健康プラザ ５００円

肺がん検診 ５月（今年度は終
了しました）

直接医療機関へ 市内実施
医療機関

喀
かく

痰
たん

なし
１，５００円

喀痰あり
２，０００円

大腸がん検診
（※★） ６月～１０月 ５００円

子宮頸がん検診
４年１２月３１
日 時 点 で２０
歳以上かつ奇
数年齢の方

９月～５年１月 広報９月１日号
に掲載します

指定医療
機関等 １，０００円

乳がん検診（★）
４年１２月３１
日 時 点 で４０
歳以上かつ奇
数年齢の方

６月～５年２月 今号の８面を
ご覧ください

※　 特定健診・後期高齢者健診・無保険者健診の対象者は、健診と同時に受けてください。
★　大腸がん検診、乳がん検診については、今号の８面にも掲載しています。

コロナ禍でも
必要です！

　市における死亡原因の第 1 位が「がん
（悪性新生物）」、第 ２ 位が「心疾患（高血
圧性を除く）」、第 3 位が「老衰」となって
おり、がんによる死亡率は、死亡者全体
の約 3 割を占めています。また、死亡原
因の全国的な推移をみると、がんは昭和
56年以降、継続して死亡原因の第 1 位と
なっています。
　がんによる死亡率は、男女ともに6０歳
以降から増加する傾向があり、65歳以上
の人口が増加傾向にある現状を踏まえる
と、がんにかかる方やその割合はさらに
増加することが予測されます。

死亡原因の第 １位は「がん」です
　がん予防には、がんにかかることを防ぐ「 1 次予防」と、がんに
よる死亡を減らす「 ２ 次予防」があります。
　「 1 次予防」としては、食生活の改善や禁煙、運動などがあげら
れます。がんの発生は生活習慣と深い関わりがあるといわれ、食
生活でいえば栄養バランスのよい食事を取ることが予防の基本に
なります。また、禁煙は肺がん以外のがん
の予防にもなるといわれています（たばこ
は肺がんをはじめ、食道がん、すい臓がん、
胃がん、大腸がんなど、多くのがんに関連
するといわれています）。
　そして、「 ２ 次予防」として、がんを早期
に発見し治療につなげることで、がんによ
る死亡を防ぐ「がん検診」があげられます。

がん検診は「 2次予防」です
市における死亡原因の内訳

（令和2年）

その他
31％

肺炎5％

脳血管疾患
8％

老衰
9％

心疾患
（高血圧性を除く）

18％

がん
（悪性新生物）
29％

を受けましょうを受けましょうがん 診検

市のがん検診を受けましょう

今号の主な内容

No. 1309

令和４年
（2022年）

8／1 号
・スマートフォン教室を開催します………………… 2面

・新型コロナウイルスワクチン関連情報…………… ３面

・市職員を募集します………………………………… ３面

・乳がん検診・大腸がん検診………………………… 8面

みんないきいき　活力あふれる　湧水のまち

〒203-8555 東久留米市本町３-３-１　☎042・470・7777（代） https://www.city.higashikurume.lg.jp/
発行／東久留米市　　編集／企画経営室秘書広報課　　　　　　■東久留米市ホームページ

毎月１日・１５日発行

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。



　
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
第
７
波
が

到
来
し
ま
し
た
。

引
き
続
き
、
感

染
拡
大
防
止
に

ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

一
方
で
、
夏
場

な
ど
で
は
マ
ス
ク
着
用
に
よ
る
熱
中
症
に
十
分

ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
り
わ

け
、
子
ど
も
た
ち
に
お
い
て
は
、
そ
の
リ
ス
ク

が
高
い
た
め
、
屋
外
な
ど
で
は
マ
ス
ク
の
着
用

を
避
け
ま
し
ょ
う
。

　
さ
て
、
６
月
開
催
の
令
和
４
年
第
２
回
市
議

会
定
例
会
と
７
月
開
催
の
第
１
回
市
議
会
臨
時

会
に
お
い
て
、
現
下
の
情
勢
に
影
響
を
受
け
ら

れ
て
い
る
方
々
へ
向
け
て
、
市
と
し
て
国
の
交

付
金
な
ど
を
活
用
し
た
支
援
策
を
提
案
し
可
決

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
ず
、
困
窮
家
庭
の
方
々
な
ど
へ
の
国
の
支

援
金
に
つ
き
ま
し
て
は
、
定
例
会
初
日
に
議
決

を
頂
き
、
速
や
か
に
給
付
す
べ
く
、
作
業
を
進

め
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
原
油
価
格
・
物

価
高
騰
等
対
策
と
し
て「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
ポ
イ
ン
ト
還
元
」「
学
校
・
保
育
所
等
へ
の
給

食
食
材
費
支
援
」な
ど
暮
ら
し
を
支
え
る
も
の

や
、「
事
業
者
へ
の
光
熱
水
費
及
び
燃
料
代
の
支

援
」「
福
祉
施
設
へ
の
支
援
」の
ほ
か
、「
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
教
室
」「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請

補
助
」、
さ
ら
に
は
、
普
段
か
ら
い
ろ
い
ろ
な

我
慢
を
し
て
き
た
子
ど
も
た
ち
へ
も「
お
う
ち

時
間
支
援
事
業
」と
し
て
図
書
カ
ー
ド
を
配
布

し
ま
す
。
そ
の
他
も
含
め
こ
れ
ら
の
事
業
に
つ

い
て
は
、
順
次
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
幅
広
く

市
民
の
皆
さ
ま
や
事
業
者
の
方
々
へ
の
支
援
を

行
う
こ
と
で
、
共
に
こ
の
難
局
を
乗
り
越
え
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　Im
possible

（
不
可
能
）と
い
う
言
葉
も
、

ア
ポ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
を
入
れ
る
だ
け
で
、I’m

 
possible

に
。
工
夫
次
第
で
可
能
に
な
る
。
困

難
な
課
題
も
多
い
昨
今
で
す
が
、私
た
ち
も「
や

れ
る
、
で
き
る
」市
役
所
に
向
け
て
力
を
尽
く

し
て
ま
い
り
ま
す
。
今
後
と
も
、
ご
理
解
ご
協

力
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　市では ８〜 ９月に、スマートフォンの基本操作などを学べるスマートフォン教室を開催します。スマホの使い方に
不慣れな方やスマホは持っていないが興味があるという方は、この機会にぜひご参加ください。
　また、同教室を受講した方が、他の方にマイナンバーカードの取得を紹介し、紹介された方が取得した場合、紹介
した方にクオカードを差し上げます（ 1人 1回限り）。
l�市シルバー人材センター☎０４２・４７５・０７３８（平日午前 ９時〜午後 ４時）
　※同センターは本事業の受託者です。

abe右下表の通り
c�スマホの基本操作、マイナンバーカードおよびマイナポイントの申請補助など
f�各部先着1０人
d受託者が選定する講師（�NTTドコモ専門講師の予定）
g�無料
h�ご自身でお使いのスマホ（アンドロイド端末限定）
　※�お持ちでない方は当日スマホを貸与します。
　※�マイナンバーカードを取得していない方は、国から送付されている二次元コード付
きマイナンバーカード交付申請書（右下の見本参照）をご持参いただければ、申請を
補助します。

　※�マイナポイントの申請をしたい方は、利用したい決済サービスを決めておき、ご自
身のマイナンバーカードをご持参いただければ、申請を補助します。

i�▼スマホをお持ちでない方には貸し出しも行いますが、各種申請はできません。
　▼通信状況などにより、その場で申請が完了しない場合があります。
j�教室を受講した方が他の方にマイナンバーカードの取得を紹介し、紹介された方が取
得した場合、紹介した方に２，０００円分のクオカードを差し上げます。クオカードは、
紹介された方がマイナンバーカードを取得したことを確認した後、郵送でお送りしま
す。なお、クオカードの受け取りには期限がありますのでご注意ください。
k�８ 月 1 日㈪午前 ９時から、市シルバー人材センター（平日午前 ９時〜午後 ４時）宛て電
話（☎０４２・４７５・０７３８）で、希望の日時・会場・氏名・年齢・性別・電話番号・住所・
スマホの有無をご連絡ください

開催スケジュールなど

開催日 場所 時間・対象

① ８月２日㈫ ドコモショップ東久留米店
（前沢１−４−４８）

▼午前の部＝午前
１０時〜正午・スマ
ホをお持ちの市民
の方

▼午後の部＝午後
１時〜３時・スマ
ホをお持ちでない
市民の方

② ９日㈫ 成美教育文化会館
（東本町８−１４）

③ １６日㈫ ドコモショップ東久留米店

④ ２３日㈫ 成美教育文化会館

⑤ ３０日㈫ 市シルバー人材センター
（下里４−１−４４）

※�各日２つの時間（午前の部・午後の部）で開催します。
※�９月分については、広報９月１日号でお知らせします。

スマートフォン教室を開催します

市長

至誠
　通天

てんつう

せいし

　市では ８〜 ９月に、６５歳以上の方でスマートフォンに不慣れな方向けに、マイナンバーカードの申請手続き
をお手伝いします。この申請補助を利用してマイナンバーカードの申請を行い、アンケートにお答えいただい
た方にクオカードを差し上げます（ 1人 1回限り）。
l�市シルバー人材センター☎０４２・４７５・０７３８（平日午前 ９時〜午後 ４時）
　※同センターは本事業の受託者です。

ab右下表の通り
c�スマホを使ったマイナンバーカードの申請補助など
e�６５歳以上の市民の方でスマホをお持ちの方
f�各時間先着1０人
d�市シルバー人材センター会員
g�無料
h�スマホ、二次元コード付きマイナンバーカード交付申請書（右の見本参照）
　※同申請書は、国から送付されているものです。
i▼�スマホ、二次元コード付きマイナンバーカード交付申請書がない場合は、交付申請がで
きませんので、必ずお持ちください。

　▼スマホをお持ちでない方への貸し出しはありません。
　▼通信状況などにより、その場で申請が完了しない場合があります。
j▼�申請には顔写真データが必要です。ご用意がない場合は、当日会場で撮影します。
　▼�申請補助利用後に実施するアンケートにお答えいただいた方に1，０００円分のクオカード
を差し上げます。なお、クオカードの受け取りには期限がありますのでご注意ください。

k�８ 月 1 日㈪午前 ９時から、市シルバー人材センター（平日午前 ９時〜午後 ４時）宛て電話（☎
０４２・４７５・０７３８）で、希望の日時・会場・氏名・年齢・性別・電話番号・住所をご連絡く
ださい

開催スケジュールなど
開催日 時間 場所

① ８月１２日㈮

▼午前９時〜１０時
▼午前１０時〜１１時
▼午前１１時〜正午
▼午後１時〜２時
▼午後２時〜３時
▼午後３時〜４時

中央町地区センター

② １７日㈬ 成美教育文化会館
（東本町８−１４）

③ １９日㈮ 市シルバー人材センター
（下里４−１−４４）

④ ２４日㈬ 中央町地区センター

⑤ ２６日㈮ 成美教育文化会館

⑥ ３１日㈬ 市シルバー人材センター
※各日６つの時間で開催します。
※９月分については、広報９月１日号でお知らせします。

◀︎
二
次
元
コ
ー
ド
付
き
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
交
付
申
請
書
の
見
本

マイナンバーカードの申請をお手伝いします

見見  

本本
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール



市

民

生

活

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

自
己
負
担
割
合
の
見
直
し

　
医
療
機
関
な
ど
で
支
払
う
医

療
費
の
自
己
負
担（
一
部
負
担

金
）の
割
合
は
、
毎
年
８
月
１

日
に
当
年
度
の
住
民
税
課
税
所

得（
市
・
都
民
税
納
税
通
知
書

の「
課
税
標
準
額
」）と
世
帯
構

成
の
状
況
か
ら
判
定
し
ま
す
。

８
月
～
５
年
７
月
の
自
己
負
担

の
割
合
は
、
４
年
度
住
民
税
課

税
所
得
に
基
づ
い
て
判
定
し
ま

す
。
窓
口
２
割
負
担
の
導
入
に

伴
い
、
判
定
方
法
は
次
の
通
り

と
な
り
ま
す
。

◎
自
己
負
担
割
合
の
判
定
基
準

９
月
３０
日
ま
で
▼「
３
割
」＝
世

帯
に
住
民
税
課
税
所
得
が
１
４

５
万
円
以
上
の
被
保
険
者
が
１

人
で
も
い
る
場
合
。
た
だ
し
、

昭
和
２０
年
１
月
２
日
以
降
生
ま

れ
の
被
保
険
者
お
よ
び
同
じ
世

帯
の
被
保
険
者
の「
賦
課
の
も

と
と
な
る
所
得
金
額
」の
合
計

額
が
２
１
０
万
円
以
下
の
方
は

負
担
割
合
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

▼「
１
割
」＝
同
じ
世
帯
の
被
保

険
者
全
員
の
住
民
税
課
税
所
得

が
１
４
５
万
円
未
満
の
場
合

10
月
1
日
か
ら
▼「
３
割
」＝
変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
▼「
２
割
」＝

次
の
①
・
②
の
両
方
に
該
当
す

る
場
合
。
①
世
帯
に
住
民
税
課

税
所
得
が
２８
万
円
以
上
１
４
５

万
円
未
満
の
被
保
険
者
が
い
る

②「
年
金
収
入
」＋「
そ
の
他
の

合
計
所
得
金
額
」の
合
計
額
が
、

被
保
険
者
が
１
人
の
場
合
は
２

０
０
万
円
以
上（
被
保
険
者
が

２
人
以
上
の
場
合
は
３
２
０
万

円
以
上
）で
あ
る
▼「
１
割
」＝

同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
全
員
の

住
民
税
課
税
所
得
が
い
ず
れ
も

２８
万
円
未
満
の
場
合
、
ま
た
は

２
割
負
担
の
条
件
①
の
み
該
当

し
、
②
に
は
該
当
し
な
い
場
合
。

ま
た
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

方
は
１
割
負
担
。

　
※
１０
月
か
ら
の
自
己
負
担
割

合
は
８
月
下
旬
頃
に
判
定
し
ま

す
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
お
答
え

が
で
き
ま
せ
ん
。

　
※
３
割
負
担
の
方
で
収
入
額

の
申
請
に
よ
り
負
担
割
合
が
軽

減
さ
れ
て
い
た
方
は
、
今
回
か

ら
原
則
申
請
が
不
要
と
な
り
、

軽
減
後
の
保
険
証
が
送
付
さ
れ

ま
す
。
収
入
条
件
を
当
市
で
確

認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ
ま

で
通
り
申
請
が
必
要
で
す
。

l
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
８
４
６

自己負担割合判定チャート（4年10月1日から）

いる いない

いない いる

世帯全員が
3割

世帯全員が
1割

世帯内に課税所得（※1）が145万円以上（現役並み所得者）となる被保険者がいるか（※2）（※3）

世帯内に課税所得が28万円以上となる被保険者がいるか

世帯内に被保険者が2人以上いるか

200万円未満 200万円以上

1割 2割

「年金収入（※4）＋その他
の合計所得金額（※5）」が
200万円以上か

1人 2人以上

世帯全員が
1割

世帯全員が
2割

320万円未満 320万円以上

「年金収入（※4）＋その他
の合計所得金額（※5）」が
320万円以上か

※ １　�「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額（前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、
所得控除〈基礎控除や社会保険料控除等〉を差し引いた後の金額）です。

※ ２　�昭和２０年 １ 月 ２ 日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者については、課税所得１４５万円以上
であっても、「賦課のもととなる所得金額（総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期〈短期〉譲渡
所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額を控除した額）」の合計額が２１０万円以下であれば、
現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます。

※ ３　�所得税法上の収入金額が以下の条件を満たす場合は、課税所得１４５万円以上であっても、基準収入額適
用申請により現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます。

　　　・�被保険者が １人の場合＝３８３万円未満（世帯内に７０～７４歳の方がいる場合は、その方との収入合計額が
５２０万円未満）

　　　・�被保険者が複数＝収入合計額が５２０万円未満
※ ４　�「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※ ５　�「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後

の金額のことです。�

新型コロナウイルス感染症相談窓口　〜まずは電話で相談を〜
新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある方の受診相談
※かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に電話でご相談ください。
●�東京都発熱相談センター☎03・5320・4592　☎03・6258・5780
　（24時間、土曜・日曜日、祝日も受付）
●東京都多摩小平保健所☎042・450・3111
　（土曜・日曜日、祝日を除く午前9時～午後5時受付）
新型コロナウイルス感染症に関する一般的内容（予防など）の相談
●厚生労働省電話相談窓口（コールセンター）
　☎0120・565653
　（午前9時～午後9時。土曜・日曜日、祝日も受付。多言語対応）
●東京都新型コロナウイルス感染症電話相談窓口
　（新型コロナ・オミクロン株コールセンター）☎0570・550571
　（午前9時～午後10時。土曜・日曜日、祝日も受付。多言語対応）

新型コロナウイルスワクチンに関する相談窓口
ワクチン接種に関する一般的な内容について

●厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
　☎0120・761770（午前9時～午後9時。土曜・日曜日、祝日も受付）
●�（厚生労働省）新型コロナウイルス関連及びワクチンについての
聴覚障害者相談窓口
　FAX：03・3581・6251　m：corona-2020@mhlw.go.jp

ワクチン接種に関する市の対応（接種の予約や会場など）について

●東久留米市新型コロナワクチンコールセンター
　☎042・420・7177（かけ間違いのないようにご注意ください）
　（土曜・日曜日、祝日を除く午前9時～午後5時受付）
　FAX：042・477・0033（聴覚に障害のある方などの相談）

引き続き感染対策を意識
し、人と人との距離の確
保、手洗い・咳エチケッ
トなど、一人ひとりの感
染防止対策の徹底にご協
力をお願いします。

最新の市の新
型コロナウイ
ルス関連情報
は、市nをご
覧ください。 市n

市
n

l市新型コロナワクチンコールセンター（市コールセンター）
　☎042・420・７1７７　※詳細は市nをご覧ください。新型コロナウイルスワクチン関連情報

◆３回目・４回目接種券の発送
　 ２回目・ ３回目の接種を ３月 １日～１５日に行った方への ３回目・ ４回目の接種券
は ８月１０日㈬に発送予定です。接種券の到着まで １週間程度かかることがあります。

◆４回目接種の対象拡大
　１８歳以上６０歳未満の医療従事者・高齢者施設等の従事者が接種対象になりました。
接種券の交付には交付依頼が必要です。交付依頼は市nから行うか、市コールセン
ターへお問い合わせください。

◆新型コロナワクチン接種証明書
接種証明書アプリの画像保存機能追加 ７ 月１４日以降にア
ップデートしたアプリで証明書を発行すると、書面の
証明書と同じ様式で画像を保存できるようになりまし
た。この画像を印刷することで、書面の証明書として
利用することができます。
接種証明書のコンビニ交付 ７ 月２６日から、マイナンバーカードをお持ち
の方は対象のコンビニで接種証明書を取得できるようになりました。
発行に必要なものは次の通りです。
①マイナンバーカード＋暗証番号 ４桁　②接種証明書発行料（１２０円）
※�海外用の接種証明書のコンビニ交付を受ける場合は、 ７月２１日以降
に接種証明書アプリや市から海外用の接種証明書を取得していて、
取得した時点と旅券番号が同じである必要があります。
※�詳細は市nをご覧ください。

★予約受付中の集団接種日・会場
　予約の空きがある場合は、随時予約を受け付けています。

※イオンホールはイオンモール東久留米 ２階（南沢 ５−１７−６２）です。

① ８月１１日 ・市民プラザ、わくわく健康プラザ
② ８月１３日㈯・イオンホール、わくわく健康プラザ
③ ８月１４日㈰・市民プラザ、わくわく健康プラザ
④ ８月２０日㈯・イオンホール、わくわく健康プラザ

▲�市n（ワクチン
接種証明〈アプ
リなど〉）

市職員を募集します l職員課☎０４２・４７０・７７１６

　 ５ 年 １ 月 １ 日および ４月 １日以降に採用する職員を募集します。募集職
種・募集人数などは、右表の通りです。その他受験資格などは、募集要項
をご確認ください。
募集要項の配布 ８ 月 １ 日㈪以降、市nから取得してください。取得困難な方は、土曜・
日曜日を除く ８月 １日㈪～１９日㈮の午前 ８時半～午後 ５時に、職員課（市役所 ４階）でも
配布します
申込受付期間 ８ 月 ８ 日㈪～２２日㈪（必着）
申込方法市nから申し込みをしていただいた後、受験票などを郵送していただきます。
詳細は募集要項をご覧ください。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況などによ
り、日程などの募集内容を変更する場合があります。最新の情報は市nをご確認いただ
くか、職員課までお問い合わせください

市n

表　募集職種・募集人数など
採用時期 職種 試験区分 募集人数

5年１月１日
以降採用

一般事務 Ⅰ類（大学卒程度）

若干名Ⅱ類（短大卒程度）

一般事務（障害者） Ⅰ類（大学卒程度）
Ⅱ類（短大卒程度）

5年４月１日
以降採用

一般事務 Ⅰ類（大学卒程度）

若干名Ⅱ類（短大卒程度）

一般事務（障害者） Ⅰ類（大学卒程度）
Ⅱ類（短大卒程度）

土木技術 Ⅰ類（大学卒程度）

若干名建築技術 Ⅰ類（大学卒程度）
機械技術 Ⅰ類（大学卒程度）
電気技術 Ⅰ類（大学卒程度）
児童指導 ー 若干名

※�試験では活字による選考および適性検査、口述による面接試験を行いま
す。配慮が必要な方は、申し込み前にご相談ください（例＝車椅子を使
用しているため会場に配慮してほしい、など）。

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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も
し
も
病
気
や
け
が
で

障
害
が
残
っ
た
ら 

障
害
基
礎
年
金

　
国
民
年
金
の
障
害
等
級
の

１
級
ま
た
は
２
級
に
該
当
し

た
場
合
、
障
害
基
礎
年
金
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

受
給
要
件
①
国
民
年
金
の
加

入
者
、
ま
た
は
初
診
日
が
６０

歳
以
上
６５
歳
未
満
で
老
齢
基

礎
年
金
を
受
給
し
て
い
な
い

国
内
在
住
者
で
あ
る
こ
と

②
初
診
日
の
前
々
月
ま
で
に

保
険
料
を
納
め
た
期
間（
保
険

料
免
除
等
の
期
間
を
含
む
）が

加
入
期
間
の
３
分
の
２
以
上
あ

る
こ
と
、
も
し
く
は
初
診
日
の

前
々
月
ま
で
の
１
年
間
に
未
納

が
な
い
こ
と

③
障
害
認
定
日（
※
）の
障
害
程

度
が
政
令
に
定
め
ら
れ
て
い
る

障
害
等
級
の
１
級
ま
た
は
２
級

に
該
当
し
た
場
合

　
※
障
害
認
定
日
と
は
、
病
気

や
け
が
で
初
め
て
医
師
の
診
療

を
受
け
た
日
か
ら
１
年
６
カ
月

を
経
過
し
た
日
、
ま
た
は
１
年

６
カ
月
以
内
に
症
状
固
定
し
た

日
。

２０
歳
前
に
初
診
日
が
あ
る
時

２０
歳
前
に
病
気
や
け
が
で
障
害

が
残
っ
た
方（
国
民
年
金
の
障

害
等
級
が
１
級
ま
た
は
２
級

に
該
当
し
た
場
合
）も
、
２０

歳
に
な
る
と
障
害
年
金
が
受

け
ら
れ
ま
す（
た
だ
し
所
得

制
限
が
あ
り
ま
す
）。

　
手
続
き
先
は
、
初
診
日
が

第
１
号
被
保
険
者
期
間
中
ま

た
は
２０
歳
前
で
あ
る
場
合
は
、

市
保
険
年
金
課
ま
た
は
年
金

事
務
所
、
初
診
日
が
厚
生
年

金
や
第
３
号
被
保
険
者
期
間

中
な
ど
で
あ
る
場
合
は
、
年

金
事
務
所
に
な
り
ま
す
。

l
武
蔵
野
年
金
事
務
所
☎
０

４
２
２
・
５
６
・
１
４
１
１

国
民
年
金

だ
よ
り

子
ど
も

と
教
育

新
小
学
一
年
生
の 

就
学
時
健
康
診
断

　
５
年
４
月
に
小
学
校
へ
入
学

予
定
の
方
を
対
象
に
、
健
康
診

断
を
実
施
し
ま
す
。

　
対
象
者
に
は
通
知
書
を
送
付

し
ま
す（
９
月
中
旬
に
発
送
予

定
）。
住
民
登
録
上
の
入
学
予

定
校
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

a
１０
月
５
日
㈬
～
１１
月
１７
日
㈭

　
※
受
け
付
け
は
各
小
学
校
で
、

い
ず
れ
も
午
後
１
時
半
か
ら
行

い
ま
す（
左
表
参
照
）。

e
平
成
２８
年
４
月
２
日
～
２９
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

i
①
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
は
学
務
課
保
健
給
食
係
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
▼
病
気
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、

住
民
登
録
上
の
入
学
予
定
校
で

受
診
で
き
な
い
方
▼
私
学
な
ど
、

他
校
へ
入
学
予
定
で
受
診
さ
れ

な
い
方
▼
９
月
２７
日
㈫
ま
で
に

「
就
学
時
健
康
診
断
通
知
書
」が

届
か
な
い
方

②
外
国
籍
の
お
子
さ
ん
で
、
就

学
を
希
望
す
る
方
は
同
課
学
事

係（
市
役
所
６
階
）で
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い（
外
国
籍
の
方
へ

の
ご
案
内
は
、
９
月
中
旬
に
発

送
予
定
）。

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

７
９

「
東
久
留
米
市
立
学
童
保
育

所
運
営
業
務
委
託
」に
係
る

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル

　
市
で
は
、
金
山
学
童
保
育
所
、

く
ぬ
ぎ
第
一
・
第
二
学
童
保
育

所
の
３
学
童
保
育
所
の
運
営
に

関
す
る
業
務
を
行
う
委
託
事
業

者
を
、
一
括
し
て
公
募
型
プ
ロ

ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
り
募
集
し

ま
す
。
参
加
希
望
事
業
者
は
、

市
n
に
掲
載
の「
東
久
留
米
市

立
学
童
保
育
所
運
営
業
務
委
託

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
実
施
要

領
」な
ど
を
参
照
し
、
期
限
ま

で
に
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

実
施
要
領
配
布
８
月
５
日
㈮
～

２２
日
㈪
に
市
n
ま
た
は
児
童
青

少
年
課
窓
口（
市
役
所
２
階
）で

取
得
し
て
く
だ
さ
い

提
出
期
限
な
ど
参
加
表
明
書
は

８
月
２２
日
㈪
午
後
５
時
ま
で
に

（
必
着
）、
企
画
提
案
書
は
９
月

２０
日
㈫
午
後
５
時
ま
で
に（
必

着
）、
〒
２０３

−

８
５
５
５
、
市

役
所
児
童
青
少
年
課
宛
て
郵
送

ま
た
は
同
課
へ
直
接
持
参
し
て

く
だ
さ
い

　
※
参
加
表
明
書
を
提
出
し
た

す
べ
て
の
事
業
者
に
、
参
加
資

格
審
査
結
果
を
通
知
し
ま
す
。

　
※
企
画
提
案
書
は
、
参
加
資

格
審
査
結
果
通
知
に
よ
り
参
加

資
格
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
ら

れ
た
団
体
の
み
が
提
出
で
き
ま

す
。

窓
口
で
の
配
布
・
提
出
の
受
付

時
間
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
平
日
の
午
前
９
時
～
午
後

５
時（
正
午
～
午
後
１
時
を
除

く
）

l
同
課
児
童
青
少
年
係
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
３
５

特
別
児
童
扶
養
手
当
を

振
り
込
み
ま
す

　
４
月
～
７
月
分
の
特
別
児
童

扶
養
手
当
を
指
定
預
金
口
座
へ

振
り
込
み
ま
す
。

振
込
予
定
日
８
月
１０
日
㈬

　
※
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
入

金
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

l
児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
６

児
童
扶
養
手
当
・
特
別

児
童
扶
養
手
当
の
申
請

は
お
済
み
で
す
か

　
次
の
要
件
に
該
当
す
る
方
で
、

ま
だ
手
当
を
受
け
て
い
な
い
方

は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

◎
児
童
扶
養
手
当

支
給
対
象
と
な
る
方
次
に
該
当

す
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父

親
か
母
親
、
ま
た
は
養
育
者

　
①
父
母
が
離
婚
し
た
児
童
②

父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
害

を
も
つ
児
童
④
父
ま
た
は
母
が

生
死
不
明
の
児
童
⑤
父
ま
た
は

母
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い

る
児
童
⑥
父
ま
た
は
母
が
１
年

以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童
⑦

母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎

し
た
児
童
⑧
父
ま
た
は
母
が
、

母
ま
た
は
父
か
ら
の
申
立
て
に

よ
り
発
せ
ら
れ
た
Ｄ
Ｖ
保
護
命

令
を
受
け
た
児
童

支
給
期
間
対
象
児
の
年
齢
が
原

則
１８
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る

年
度
末
ま
で

手
当
額（
月
額
）▼
児
童
１
人
の

場
合
＝
４
万
３
０
７
０
円
▼
児

童
２
人
目
の
加
算
額
＝
１
万
１

７
０
円
▼
児
童
３
人
目
以
降
の

加
算
額（
１
人
に
つ
き
）＝
６
１

０
０
円

　
※
所
得
に
応
じ
て
減
額
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
特
別
児
童
扶
養
手
当

支
給
対
象
と
な
る
方
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
２０
歳
未
満
の

障
害
児
を
養
育
し
て
い
る
方

　
▼
知
的
障
害（
愛
の
手
帳
１

～
３
度
程
度
）が
あ
る
児
童
▼

身
体
に
障
害（
身
体
障
害
者
手

帳
１
～
３
級
程
度
）が
あ
る
児

童
等

手
当
額（
月
額
）▼
重
度
の
障
害

児（
１
級
）＝
５
万
２
４
０
０
円

▼
中
度
の
障
害
児（
２
級
）＝
３

万
４
９
０
０
円

◎
現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な

く
　
現
況
届
は
、
受
給
資
格
の
確

認
の
た
め
に
必
要
な
も
の
で
、

提
出
が
な
い
と
手
当
が
支
給
さ

れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
認
定
さ
れ
て
い
る
方
に
は
現

況
届
の
お
知
ら
せ
を
郵
送
し
ま

す
。
受
付
期
間
中
に
児
童
青
少

年
課
へ
ご
来
庁
い
た
だ
き
、
窓

口
で
お
渡
し
す
る
用
紙
に
ご
記

入
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

現
況
届
受
付
期
間
８
月
１
日
㈪

～
３１
日
㈬

l
同
課
助
成
支
援
係
☎
０４２
・
４

７
０
・
７
７
３
６高

齢
者

・
福
祉

４
年
度
東
京
都
シ
ル
バ

ー
パ
ス
更
新
手
続
き

　
現
在
お
持
ち
の「
東
京
都
シ

ル
バ
ー
パ
ス
」の
有
効
期
限
は

９
月
３０
日
で
す
。
今
年
度
の
更

新
手
続
き
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
、

昨
年
度
同
様
、
東
久
留
米
市
役

所
を
含
め
た
会
場
で
の
更
新
手

続
き
は
行
わ
ず
、
郵
送
に
よ
る

手
続
き
と
な
り
ま
す
。

　
有
効
期
限
が
９
月
３０
日
の
シ

ル
バ
ー
パ
ス
を
お
持
ち
の
方
に

は
、
８
月
中
旬
に
東
京
バ
ス
協

会
か
ら「
シ
ル
バ
ー
パ
ス
更
新

手
続
の
ご
案
内
」が
届
き
ま
す
。

更
新
を
希
望
さ
れ
る
方
は「
ご

案
内
」を
必
ず
お
読
み
の
上
、

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

l
東
京
バ
ス
協
会
・
シ
ル
バ
ー

パ
ス
専
用
電
話
☎
０３
・
５
３
０

８
・
６
９
５
０（
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
午
前
９
時
～
午
後

５
時
）介

護
保
険
施
設
に
お
け

る
居
住
費（
部
屋
代
）・ 

食
費
の
軽
減
制
度

　
介
護
保
険
施
設
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
と
き
は
、
施
設
サ
ー

ビ
ス
費（
利
用
料
）の
自
己
負
担

分（
負
担
割
合
＝「
１
割
」「
２

割
」「
３
割
」の
い
ず
れ
か
）に
加

え
、
居
住
費
・
食
費
・
日
常
生

活
費
な
ど
の
費
用
を
支
払
い
ま

す
が
、
所
定
の
認
定
要
件
に
当

て
は
ま
る
方
は
、
申
請
に
よ
り

居
住
費・食
費
の
軽
減
制
度（
負

担
限
度
額
認
定
）が
受
け
ら
れ

ま
す
。

◎
居
住
費
・
食
費
の
軽
減
制
度

（
負
担
限
度
額
認
定
）と
は

　
所
得
区
分
に
応
じ
て
居
住
費

・
食
費
の
負
担
限
度
額（
施
設

に
支
払
う
１
日
当
た
り
の
自
己

負
担
額
の
上
限
）が
設
け
ら
れ

ま
す
。
認
定
期
間
は
、
申
請
が

あ
っ
た
月
の
初
日
～
翌
年
７
月

３１
日（
１
月
～
７
月
の
申
請
の

場
合
は
同
年
７
月
３１
日
ま
で
）

で
す
。
毎
年
８
月
１
日
を
基
準

日
と
し
て
更
新
の
手
続
き
が
必

要
で
す
。
施
設
入
所
や
短
期
入

所
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
申
し
込
み

の
予
定
が
あ
る
場
合
は
、
早
め

に
介
護
福
祉
課（
市
役
所
１
階
）

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
市
n
な
ど
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
▼
施
設

サ
ー
ビ
ス（
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
・
介
護
老
人
保
健
施
設
・

介
護
医
療
院
・
地
域
密
着
型
介

護
老
人
福
祉
施
設
）▼
短
期
入

所
サ
ー
ビ
ス（
短
期
入
所
生
活

〈
療
養
〉介
護
・
介
護
予
防
短
期

入
所
生
活〈
療
養
〉介
護
）

認
定
要
件
次
の
①
・
②
の
す
べ

て
に
該
当
す
る
方

　
①
世
帯
全
員
お
よ
び
配
偶
者

（
世
帯
が
分
離
し
て
い
る
場
合

を
含
む
）が
住
民
税
非
課
税
で

あ
る
こ
と
②
預
貯
金
な
ど
資
産

の
合
計
額
が
基
準
額
以
下
で
あ

る
こ
と（
下
表
参
照
）

k
随
時
受
け
付
け

　
※
新
た
に
施
設
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
予
定
が
あ
る
方
、
認
定
要

件
に
当
て
は
ま
ら
ず
更
新
申
請

を
行
わ
な
か
っ
た
方
、
ま
た
は

更
新
申
請
を
し
た
が
認
定
結
果

が
非
該
当
で
あ
っ
た
方
で
も
、

そ
の
後
の
所
得
状
況
や
世
帯
状

況
、
預
貯
金
な
ど
の
資
産
状
況

が
変
わ
り
、
認
定
要
件
に
当
て

は
ま
っ
た
時
点
で
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
判
定
の
結
果
、

承
認
さ
れ
た
場
合
は
、
申
請
月

の
初
日
か
ら
負
担
限
度
額
が
適

用
と
な
り
ま
す
。

l
同
課
介
護
サ
ー
ビ
ス
係
☎
０４２

・
４
７
０
・
７
７
５
０

令和５年４月小学校入学予定者
就学時健康診断日程表

学校名 電話
（局番は０４２） 実施日

第一小学校 ４７１・00１４ １0月１９日㈬

第二小学校 ４７１・0１３４ １0月２８日㈮

第三小学校 ４７１・0１0４ １１月１７日㈭

第五小学校 ４６１・５８４３ １0月２１日㈮

第六小学校 ４７１・５３７0 １１月２日㈬

第七小学校 ４７１・0１１４ １0月５日㈬

第九小学校 ４７１・７５４８ １0月２６日㈬

第十小学校 ４７３・９１９６ １１月１５日㈫

小山小学校 ４７４・１６９１ １１月１0日㈭

神宝小学校 ４７４・４１0８ １１月８日㈫

南町小学校 ４６１・２６６２ １0月１８日㈫

本村小学校 ４７４・0４0４ １0月７日㈮

表　預貯金等の基準

収入等が下記の場合 ➡ 預貯金等の基準

住
民
税
非
課
税
世
帯

合計所得金額と課税年金収入額、非課税年
金収入額の合計が年間１２0万円超 ➡ 単身で５00万円以下、

夫婦で１,５00万円以下

合計所得金額と課税年金収入額、非課税年
金収入額の合計が年間８0万円超１２0万円
以下

➡ 単身で５５0万円以下、
夫婦で１,５５0万円以下

合計所得金額と課税年金収入額、非課税年
金収入額の合計が年間８0万円以下 ➡ 単身で６５0万円以下、

夫婦で１,６５0万円以下

老齢福祉年金受給者 ➡ 単身で１,000万円以下、
夫婦で２,000万円以下

生活保護受給者等 ➡ 要件なし

※�第２号被保険者（６５歳未満）の方の預貯金等の基準は収入等に関係なく単身で
１,000万円以下、夫婦で２,000万円以下です。
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住
環
境

８
月
11
日（
木・祝
）の 

ご
み
収
集

　
８
月
１１
日
は
祝
日
で
す
が
、

平
日
と
同
様
に
収
集
し
ま
す
。

　
ご
み
と
資
源
物
は
、
決
め
ら

れ
た
収
集
日
の
当
日
、
午
前
８

時
半
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

小
型
廃
家
電
類
を
除
く
全
品
目

が
戸
別
収
集
で
す
。

　
ご
み
収
集
日
や
分
別
な
ど
の

ご
み
出
し
ル
ー
ル
は
市
n
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

l
ご
み
対
策
課
☎
０４２
・
４
７
３

・
２
１
１
７（
粗
大
ご
み
の
申

し
込
み
は
☎
０４２
・
４
７
３
・
２

１
１
８
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
）

市n

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
全
国
一
斉

伝
達
試
験

　
Ｊ
ア
ラ
ー
ト（
全
国
瞬
時
警

報
シ
ス
テ
ム
）の
全
国
一
斉
伝

達
試
験
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

a
８
月
１０
日
㈬
午
前
１１
時
頃

c
防
災
行
政
無
線
か
ら「
こ
れ

は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
試
験
で
す
」

と
の
試
験
放
送
が
流
れ
ま
す

l
防
災
防
犯
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
６
９

内閣官房国民保護
ポータルサイト

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
電
気
火
災

　
東
京
消
防
庁
管
内
の
昨
年
の

電
気
火
災
は
１
４
０
３
件
で
、

全
体
の
３５
・
７
㌫
を
占
め
て
い

ま
す
。
電
気
火
災
で
亡
く
な
る

方
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
そ
の

多
く
は
後
期
高
齢
者
の
方
で
す
。

住
宅
の
電
気
火
災
で
多
い
原
因

▼
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
現
象
＝
コ
ン

セ
ン
ト
と
差
し
込
み
プ
ラ
グ
の

間
に
溜
ま
っ
た
ほ
こ
り
が
湿
気

を
含
む
こ
と
で
、
電
気
が
流
れ

て
発
火
す
る
現
象
▼
た
こ
足
配

線
＝
コ
ン
セ
ン
ト
に
複
数
の
電

気
機
器
を
つ
な
ぎ
、
許
容
量
を

超
え
て
使
用
す
る
こ
と
で
発
熱

し
、
発
火
に
至
る
原
因

電
気
火
災
の
予
防
策
身
の
回
り

の
電
気
製
品
の
使
い
方
や
、
故

障
や
不
具
合
の
有
無
の
確
認
を

す
る
と
と
も
に
、
コ
ン
セ
ン
ト

回
り
を
掃
除
し
て
発
生
を
防
ぎ

ま
し
ょ
う

l
東
久
留
米
消
防
署
予
防
課
危

険
物
係
☎
０４２
・
４
７
１
・
０
１

１
９（
内
線
６
１
０
）

◎
東
京
消
防
庁
公
式
ア
プ
リ

　
消
防
や
救
急
の
情
報
を
入
手

で
き
ま
す
。

同アプリ

職
員
募
集

学
童
保
育
所
の
児
童
厚

生
員（
会
計
年
度
任
用
職

員・ア
シ
ス
タ
ン
ト
職
）

任
用
期
間
９
月
１
日
～
５
年
３

月
３１
日（
５
年
４
月
１
日
以
降

は
条
件
付
き
で
再
度
任
用
の
場

合
あ
り
）

勤
務
時
間
月
曜
～
土
曜
日（
祝

日
を
除
く
）、
月
７５
時
間（
変
則

勤
務
有
り
）程
度
。
午
前
８
時

１５
分
～
午
後
６
時
の
間
で
、
４

～
７
時
間
の
シ
フ
ト
勤
務

勤
務
内
容
学
童
保
育
所
に
お
け

る
児
童
の
育
成
支
援
の
補
助
な

ど

募
集
人
数
若
干
名

報
酬
な
ど
時
給
１
１
０
２
円

（
別
途
、
交
通
費
相
当
額
と
期

末
手
当
の
支
給
は
市
の
規
定
に

よ
る
）

応
募
書
類
市
販
履
歴
書（
写
真

添
付
）

k
８
月
１５
日
㈪
ま
で
の
月
曜
～

金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）の
午
前

８
時
半
～
午
後
５
時（
正
午
～

午
後
１
時
を
除
く
）に
、
応
募

書
類
を
直
接
児
童
青
少
年
課
児

童
青
少
年
係（
市
役
所
２
階
）へ
。

書
類
選
考
後
、
面
接
の
上
決
定
。

提
出
さ
れ
た
履
歴
書
は
返
却
し

ま
せ
ん

l
同
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

３
５

官
公
署

　
な
ど

都
営
住
宅
入
居
者
募
集

種
類
・
対
象
①
ポ
イ
ン
ト
方
式

（
家
族
向
け
の
み
）＝
ひ
と
り
親

世
帯
向
け
・
高
齢
者
世
帯
向
け

・
心
身
障
害
者
世
帯
向
け
・
多

子
世
帯
向
け
・
特
に
所
得
の
低

い
一
般
世
帯
向
け
・
車
い
す
使

用
者
世
帯
向
け
②
抽
せ
ん
方
式

＝
単
身
者
向
け
・
車
い
す
使
用

者
向
け（
単
身
）・
シ
ル
バ
ー
ピ

ア（
単
身
・
二
人
世
帯
向
け
）・

居
室
内
で
病
死
等
が
あ
っ
た
住

宅　
※
①
・
②
そ
れ
ぞ
れ
に
申
し

込
み
資
格
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
細
は
募
集
案
内
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

案
内
配
布
期
間
・
場
所
土
曜
・

日
曜
日
を
除
く
８
月
１
日
㈪
～

９
日
㈫
に
、
都
市
計
画
課（
市

役
所
５
階
）、
上
の
原
・
ひ
ば

り
が
丘
・
滝
山
の
各
連
絡
所
、

東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
、
都
庁
案

内
所
、
都
内
各
市
区
役
所
・
町

村
役
場
、
都
住
宅
供
給
公
社
都

営
住
宅
募
集
セ
ン
タ
ー
、
同
公

社
各
窓
口
セ
ン
タ
ー
で（
配
布

期
間
中
は
同
公
社
n
か
ら
も
取

得
で
き
ま
す
）

　
※
８
月
６
日
㈯
・
７
日
㈰
の

２
日
間
は
、
い
ず
れ
も
午
前
９

時
半
～
午
後
５
時
に
、
東
京
観

光
情
報
セ
ン
タ
ー
前（
都
庁
第

一
本
庁
舎
１
階
）で
配
布
し
ま

す
。

k
①
が
８
月
１６
日
㈫
午
後
６
時

ま
で
に
同
募
集
セ
ン
タ
ー
に
必

着
、
②
が
８
月
１６
日
㈫
ま
で
に

渋
谷
郵
便
局
に
必
着
で
、
募
集

案
内
に
同
封
の
申
込
書
・
封
筒

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
郵

送
を

　
※
②
の
み
オ
ン
ラ
イ
ン
申
し

込
み
も
で
き
ま
す
。
８
月
１６
日

㈫
ま
で
に
都
営
住
宅
入
居
者
募

集
サ
イ
ト
内
で
申
し
込
み
完
了

し
た
も
の
を
受
け
付
け
ま
す
。

l
同
公
社
募
集
セ
ン
タ
ー
☎
０３

・
３
４
９
８
・
８
８
９
４（
土
曜

・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）、

８
月
１
日
㈪
～
１６
日
㈫
は
☎
０

５
７
０
・
０
１
０
・
８
１
０（
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

東京都住宅
供給公社n

都営住宅入居者
募集サイト

ポータルページ

４
年
度
就
学
義
務
猶
予
免

除
者
等
の
中
学
校
卒
業
程

度
認
定
試
験
の
実
施

　
病
気
な
ど
や
む
を
得
な
い
事

由
に
よ
り
、
保
護
者
が
義
務
教

育
諸
学
校
に
就
学
さ
せ
る
義
務

を
猶
予
ま
た
は
免
除
さ
れ
た
方

な
ど
に
対
し
、
中
学
校
卒
業
程

度
の
学
力
が
あ
る
か
ど
う
か
を

認
定
す
る
た
め
の
認
定
試
験
を

文
部
科
学
省
が
実
施
し
ま
す
。

合
格
し
た
方
に
は
高
等
学
校
の

入
学
資
格
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

◎
受
験
案
内
な
ど

受
験
案
内
配
布
期
間
９
月
２
日

㈮
ま
で

受
験
案
内
な
ど
の
配
布
場
所
都

教
育
庁
地
域
教
育
支
援
部
義
務

教
育
課
小
中
学
校
担
当（
新
宿

区
西
新
宿
２
ー
８
ー
１
、
都
庁

第
二
本
庁
舎
１６
階
北
側
）

l
同
課
☎
０３
・
５
３
２
０
・
６

７
５
２

◎
願
書
・
試
験
日
な
ど

願
書
受
付
期
間
９
月
２
日
㈮
ま

で（
消
印
有
効
）

願
書
受
付
場
所
文
部
科
学
省
総

合
教
育
政
策
局
生
涯
学
習
推
進

課
認
定
試
験
第
二
係（
千
代
田

区
霞
が
関
３
ー
２
ー
２
）

試
験
期
日
１０
月
２０
日
㈭

合
格
発
表
１１
月
２９
日
㈫
に
結
果

通
知
発
送
予
定

試
験
科
目
国
語
・
社
会
・
数
学

・
理
科
・
外
国
語（
英
語
）

試
験
会
場
東
京
都
教
職
員
研
修

セ
ン
タ
ー（
文
京
区
本
郷
１
ー

３
ー
３
）

l
同
係
☎
０３
・
５
２
５
３
・
４

１
１
１（
内
線
２
６
４
３
・
２

０
２
４
）

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

会
員
募
集

a
８
月
１７
日
㈬
午
後
１
時
か
ら

b
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

（
下
里
４

−

１

−

４４
）

c
入
会
説
明
会

e
市
内
在
住
で
原
則
６０
歳
以
上

の
健
康
で
働
く
意
欲
が
あ
る
方

k
l
８
月
１２
日
㈮
ま
で
に
同
セ

ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
７
５
・
０
７

３
８
へ

会 員 募 集
◆社交ダンス（草の実ダンス同好会）＝a
月 ３回。火曜日午後 １時半～ ４時b西部
地域センターg会費月２００円j素敵な音
楽に合わせてフリーで踊っています。年
齢制限無し、見学自由、ダンス靴ご持参
くださいl佐藤☎０９０・５３９６・４５４４
◆東久留米市スポーツウエルネス吹矢協
会＝a毎週金曜日午前 ９時～１１時他bス
ポーツセンターg入会金１，０００円、参加
費 １ 回２００円jスポーツウエルネス吹矢
式呼吸法でさまざまな健康効果が期待で
きますl土屋☎０９０・３３１４・０９０２
◆健康麻雀（NPO法人健康遊技たんぽ
ぽ）＝a毎週月曜・金曜日午前１０時～午
後 ５時bスポーツセンター、柳泉園グラ
ンドパークg会費 １ 回５００円他j頭脳ス
ポーツ健康麻雀！初心者大歓迎！仲間作
りに、新しい趣味にl増田☎０8０・４６７０
・１１１０
◆東久留米自然ふれあいボランティア＝
a月 ４回。第 ２・第 ４・第 ５土曜日およ
び土曜日に活動がない週の金曜日午前 ９
時～午後 ３時b市内の緑地保全地域など

の雑木林g会費年１，０００円他jどなたで
も参加できます。詳しくはくるくるチャ
ンネルをl豊

とよ

福
ふく

☎０４２・４７５・７６４３
◆硬式テニス（アップル）＝a毎週日曜日
午前 ９時～午後 １時他b市内テニスコー
トg会費 １ 回５００円j２０～５０歳の中級以
上の方l池田☎０９０・７２４９・３０３６
◆練功体操（白山体操クラブ）＝a毎日午
前 ９時～１０時（雨天中止）b白山公園g会
費年１，０００円j見学・体験歓迎。２６年間
以上続いているクラブです。楽しくみん
なで練功体操l上

かみ

岸
ぎし

☎０４２・４７５・７５５７
◆脳トレ（わかば会）＝a月 ２回。第 １・
第 ３月曜日午後 ２時～ ４時b中央町地区
センターg会費月５００円j脳トレを中心
に簡単な座位体操を実施。一緒に楽しみ
ませんかl石黒☎０９０・６１8４・６４３５
◆脳トレ（ゆるりとカメの会）＝a月 ２回。
第 １・第 ３木曜日午前１０時～正午b中央
町地区センターg会費月２００円j脳トレ
を中心におしゃべりも楽しんでいます。
仲間になりませんかl林☎０４２・４７１・
５１２２
◆健康づくり（中国健康法普及協会）＝a
毎週月曜・水曜・金曜日午前 ９時～ ９時
半bさつき公園（前沢五丁目）g入会金
１，０００円、会費年２，０００円j初心者歓迎、
年齢は問いません、仲よく明るく楽しい

会ですl黒
くろ

須
す

☎０8０・６５９２・７１１７
◆歌謡サークル（春

しゅん

江
こう

会
かい

）＝a月 ２回。火
曜日午後 １時～ ４時b西部地域センター
g会費月２，０００円j大いに歌って笑って、
さらに健康！人生これから！お待ちして
いますl篠崎☎０９０・１０４２・５７４４
◆ノルディックウォークを楽しむ会＝a
毎週水曜日と第 ２・第 ４土曜日の午前 ９
時４５分～１１時半b竹林公園、落合川g会
費 １ 回５００円他jポールを活用すること
で足腰を強化し姿勢よく歩くことを学び
ますl長浜☎０９０・５２０４・３１９０
◆体操（美

み

楽
らく

留
る

）＝a月 １回。第 ４月曜日
午前１０時～１１時半bさいわい福祉センタ
ーg入会金５００円、会費月１，０００円jスト
レッチ、ボール体操などで、人生楽しく
自分の足で歩く。無料体験l矢

や

花
ばな

☎０４２
・４７8・8７６8
◆麻雀（丸

まる

実
み

会
かい

）＝a初級・中級クラスが
第 １・第 ３月曜日午後 ６時～ ９時、初心
者クラスが土曜・日曜日午後 １時～ ４時
b中央町地区センターg会費年１，５００円、
１ 回１００円j前回
登録の方も再登録
をお願いいたしま
すl木村☎０９０・
４６７４・５６５７

催 し
◆みんなのマインドフルネス（NPOここ
ろあ）＝a 8 月２０日㈯午後 １ 時半～ ３ 時
半b生涯学習センター和室g参加費５００
円j公認心理師指導によるワークで「今
ここで」を体験し、心身を楽にしますl
山本☎０8０・７０００・４６３５
◆なんでも相談会（東久留米生活と健康
を守る会）＝a 8 月１０日㈬午後 １ 時半～
３時b南部地域センターj補聴器購入費
の助成などの相談、生活保護・介護保険
の相談などl乾

いぬい

☎０8０・１２１０・５２8６

市 民 伝 言 板

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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